
 

 勤労身体障がい者体育館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月27日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第16号 

   勤労身体障がい者体育館条例施行規則の一部を改正する規則 

勤労身体障がい者体育館条例施行規則（昭和52年岩手県規則第38号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

 

区 分 

利用料金の上限額   

区 分 

利用料金の上限額  

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

その他の催し

に使用する場

合 

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

その他の催し

に使用する場

合 

 トレーニングル

ーム 

［略］ 円 

210 

円 

430 

  トレーニングル

ーム 

［略］ 円 

220 

円 

440 

 

 放送設備 ［略］ 270 610   放送設備 ［略］ 280 620  

 バスケットボー

ル用具 

［略］ 
140 310 

  バスケットボー

ル用具 

［略］ 
150 320 

 

バレーボール用

具 

［略］ 
30 

［略］ バレーボール用

具 

［略］ 
40 

［略］ 

バドミントン用

具 

［略］ 
30 

 ［略］ バドミントン用

具 

［略］ 
40 

 ［略］ 

卓球用具 ［略］  130  卓球用具 ［略］  140  

アーチェリー用

具 

［略］  
160 

アーチェリー用

具 

［略］  
170 

［略］    ［略］    

机 ［略］ 30 ［略］ 机 ［略］ 40 ［略］ 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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